
  

鳥取県における情報システムの構築等の契約に係る契約違反業者の受注参加の取扱要綱 

 
（目的） 

第１条 この要綱は、情報システムの構築、改修に係る契約で契約違反が生じた場合、他の

同種の調達への参加を制限し、もって、情報システムの構築、改修に係る契約遵守の徹底
を図り、情報システムの構築、改修の調達の安定性及び確実性を確保するものとする。 

 
（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

 る。 
（１）有資格業者 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の５第１項及び第１６７
条の１１第２項の規定に基づき定めた鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱（昭和

４０年１月３０日発出第３６号庁内各課長、各出納機関の長あて総務部長、出納長通
知）第５条第１項の規定により、現に競争入札参加資格者名簿に登録されている者をい

う。 

（２）参加制限措置 
 有資格業者が、一定の要件に該当するため、情報システムの構築、改修に係る受注を

するのにふさわしくない場合に、一定の期間を定めて、入札等に参加制限する措置をい
う。 

（３）情報システム 

 鳥取県情報システム事務処理規程（昭和５８年鳥取県訓令第２号。以下「情報システ
ム事務処理規程」という。）第２条第１号に定める情報システムをいう。 

（４）情報システムの構築、改修 
情報システム処理規程第３条第１項に定める情報システムの整備を行う場合におけ

る、構築又は改修業務をいう。 
（５）所属長 

   情報システム処理規程第２条第４号に定める所属長をいう。 

 
（参加制限措置） 

第３条 知事は、有資格業者が別表に掲げる措置要件に該当するときは、情状に応じて別表
各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について情報システムの構築、改

修に係る調達への参加の制限を行うものとする。 

 
（参加制限措置の期間の特例） 

第４条 有資格業者が別表の措置要件に係る参加制限措置の期間の満了後１か年を経過する
までの間（参加制限措置の期間中を含む。）に、別表の措置要件に該当することとなった

場合における参加制限措置の期間の短期は、それぞれ別表の期間欄の各号に定める短期の
２倍（当初の参加制限措置の期間が１か月に満たないときは、１．５倍）の期間とする。 

２ 知事は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表及び前項の規

定による参加制限措置の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、参加制限措置
の期間を当該短期の２分の１の期間まで短縮することができる。 

３ 知事は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生
じさせたため、別表の規定による長期を超える参加制限措置の期間を定める必要があると

きは、参加制限措置の期間を当該長期の２倍まで延長することができる。 

４ 知事は、参加制限措置の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は
極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表の期間欄の各号及び前各項に定める期間

の範囲内で参加制限措置の期間を変更することができる。 
５ 知事は、参加制限措置の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないこと



  

が明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について参加制限措置を解除するもの

とする。 
 

（契約違反等の報告） 

第５条 所属長は、情報システムの構築、改修に関し、専ら受注者の責めによる契約違反が
生じたときは、速やかに情報システムの構築、改修に係る契約違反等報告書（様式第１

号）により、総務部長に報告しなければならない。 
２ 前項の報告に伴う事案について、やむを得ず、契約変更により納期等の契約条件を変更

して、引き続き契約を履行させた場合は、速やかに総務部長に情報システムの構築、改修

に係る契約違反を原因とした契約変更報告書（様式第２号）により、総務部長に報告しな
ければならない。 

３ 前項の契約変更を行う場合、所属長は、あらかじめ、本要綱による情報システムの構築、
改修に係る参加制限措置が行われる場合があることを、契約の相手方である有資格業者に

伝えなければならない。 
 

（事情聴取） 

第６条 総務部長は、前条第１項に規定する報告があった場合、必要があると認めたときは、
契約違反を行った有資格業者及びその関係者から、事情聴取をすることができる。 

 
（参加制限の決定） 

第７条 知事は、参加制限措置をしようとするときは、鳥取県情報システム構築等の契約に

係る契約違反事業者受注参加審査会（以下「審査会」という。）の意見を徴し、決定する
ことができる。参加制限措置の変更をしようとするときも、同様とする。 

２ 前項に規定する審査会についての詳細は、別途総務部長が定める。 
 

（参加制限の通知等） 
第８条 知事は、前条の規定による参加制限措置の適用の決定をしたときは、情報システム

の構築、改修に係る参加制限措置通知書（様式第３号）により、当該有資格業者に対し通

知するとともに、各部（局）の長に様式第４号により通知しなければならない。 
２ 前項の規定による通知は、第５条第２項による変更契約締結が確認された日から、原則

として３週間以内に行うものとする。 
 

（随意契約の禁止） 

第９条 情報システムの構築・改修の発注者は、次条に規定する場合を除き、参加制限措置
の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。 

 
（参加制限措置期間中の契約の特例） 

第１０条 参加制限措置の期間中であっても、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号、第５号、第６号及び第８号に該当する場合であって、契約を履行できると認められる

者が１者のみでその者と直ちに契約を締結する必要がある場合は、随意契約の相手方とす

ることができるものとする。 
２ 前項の規定によらない場合において、参加制限措置の期間中の有資格業者に発注しなけ

ればならない時は、参加制限措置の期間中であっても契約の相手方とする特例措置を行う
ことができるものとする。この場合、特例措置を行おうとする所属長は、情報システムの

構築、改修に係る参加制限措置特例承認願（様式第５号）を総務部長に提出し知事の承認

を得るものとし、知事は特例措置を行った場合は、承認願の提出のあった所属長にその旨
を通知するものとする。 

 
 



  

（参加制限措置の期間の繰越適用） 

第１１条 参加制限の期間が、当該年度の指名競争入札参加資格の有効期間を超えるときは、
当該超える期間を翌年度以降の指名競争入札参加資格の有効期間に引き続き適用するもの

とする。 

 
（参加制限措置の不遡及） 

第１２条 参加制限措置を行う際、現に当該参加制限措置に係る有資格業者と締結している
契約については、この要綱の規定は適用されないものとする。 

 

（参加制限措置に至らない事由に関する措置） 
第１３条 知事は、参加制限措置を行わない場合において、必要があると認めるときは、当

該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。 
 

   附 則 
１ この要綱は、平成２９年１０月５日から施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、参加制限措置の対象となる調達は、施行日の１４日後から発
注を行う情報システムの構築、改修に係るものとする。 

 



  

別表 

 

 
措置要件 

 

 
期間 

情報システムの構築、改修に当たり、
専ら受注者たる有資格業者の責めによる

事由で契約に違反し、情報システムの構
築、改修の契約の相手方として不適当で

あると認められる場合において、やむを
得ず、契約変更により納期等の契約条件

を変更して、引き続き契約を履行させる

場合であるとき。 

１ 納期の遅延の場合 
 

 当該認定をした日から、次の表の参加制
限措置内容欄の期間 

 

遅延日数等 参加制限措置内容 

３０日以下 ２週間 

３１日以上 １か月 

故意又は重過
失の場合 

３～４か月 

 

２ その他の場合 
 

 当該認定をした日から、２週間以上４か

月以内 
 

 
 

 

 


